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（県が講ずる具体的施策） 

 
（情報提供・転換相談の実施）《継続改善》 
 療養病床の再編は、医療機関の意向に反して強制的に行うものではなく、医療機関自

らの判断によって実現されていくものです。 
 
 個々の医療機関が、地域の中で果たすべき役割や患者のニーズ等に基づき、自らの判

断によって転換していくものであり、県の役割は、 
 ① 療養病床の再編にかかる情報の提供 
② 転換支援措置の紹介を始めとする転換相談の実施 
③ 療養病床が介護保険の施設・居住系サービスへ円滑に転換ができるよう、介護保険

事業（支援）計画における“定員枠”の確保（医療機関が介護保険の施設・居住
系サービスへの転換を希望した場合は、特例として全て受入れ） 

 の３点が特に重要であると考えます(図 3-2-44、図 3-2-45)。 
 
 療養病床の再編は、2012(平成 24)年度末までの期間内(介護療養病床は 2011(平成 23)

年度末で廃止)に進められていますが、この間には、2010(平成 22)年 4 月及び 2012(平
成 24)年 4 月の診療報酬改定、さらには 2012(平成 24)年 4 月の介護報酬改定が見込ま
れることから、医療機関は、これらの動向を踏まえて判断することが考えられます（図
3-2-46)。 

 
 このため、第 4 期介護保険事業(支援)計画の後半及び第 5 期介護保険事業(支援)計画

の当初に転換が進むことが想定されることから、県としては、今後も随時、医療機関
の転換意向等を把握し、転換が円滑に進むよう医療機関を支援していきます。 

 
 具体的には、引き続き、三重県健康福祉部長寿社会室にワンストップの相談窓口を設

置し、関係機関と連携した総合相談支援体制を敷くとともに、転換意向が固まってい
ない医療機関等に対しては、個別相談を実施します。 

 
 療養病床の転換に当たっては、「転換に要する費用の助成制度」、「転換先施設の施設

基準等の緩和」等の支援措置が講じられており、これらの支援措置が有効に活用され
るよう、医療機関に働きかけていきます。 

 
 また、県庁ホームページにおいて、療養病床の再編に関する情報を一元化して提供す

るなど、医療機関に対して必要な情報提供を随時行っていきます。 
 
 2008(平成 20)年 8 月に行った転換意向に関するアンケート調査の結果等を踏まえ、

「療養病床転換推進計画表－改訂版－」を策定しています（Ｐ241の参考資料４参照）。 
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図 3-2-46 療養病床再編と診療報酬・介護報酬改定の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










